
 

和歌山地方最低賃金審議会（第３回）資料目次 
 

 

１ 和歌山県百貨店，総合スーパー最低賃金の改正決定に係る申出書 

２ 和歌山県各種食料品小売業最低賃金の決定に係る申出書 

３ 特定最低賃金の決定等の必要性に関する形式的審査結果 
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申 出 年 月 日 申出の理由

1,520 名     
②／①　％

３ 団 体
939 名     

６ 事 業 所 152 名     

8,410 名     
②／①　％

４ 団 体
2,504 名     

６ ６ 事 業 所 1,363 名     

資
料
３

各種食料品小売業

令和５年７月３１日 決 定

適　　　正

和歌山県小売最賃会議
議長　貴夛　征義

46.0 %

百 貨 店 ,
総 合 ス ー パ ー

令和５年７月３１日 改正決定

適　　　正

和歌山県小売最賃会議
議長　貴夛　征義

71.8 %

特 定 最 低 賃 金 の 決 定 等 の 必 要 性 に 関 す る 形 式 的 審 査 結 果

産 業 別 最 低 賃 金 形式的要件の適否（審査） 備　　考
団 体 名

和 歌 山 労 働 局

申出者数が対
象基幹労働者
数の1/3を満た
している。

申出者数が対
象基幹労働者
数の1/3を満た
している。

基幹的労働者または使用者の範囲

① 当該産業別最低賃金の適用を受ける基
幹的労働者

① 当該産業別最低賃金の適用を受ける基
幹的労働者

② 申出を行う者が代表する基幹的労働者

② 申出を行う者が代表する基幹的労働者


